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ま え が き 

 

 独立行政法人労働政策研究・研修機構（JILPT）の設立に際して厚生労働大臣からJILPT に

提示された中期目標（2003年10月～2007年 3 月）には、我が国が直面する中長期的な労働政

策の課題に係る調査研究テーマが 9 テーマ掲げられた。JILPT においては、これらをプロ

ジェクト研究と位置付け、それぞれ複数のサブテーマを設定するなど、組織を挙げて精力的

に取り組んできた。 

 本報告書は、プロジェクト研究の一つである「労働条件決定システムの再構築に関する研

究」の中間報告である。 

 雇用システム・人事管理制度が変化し、雇用・就業形態も多様化する中、労働条件決定の

個別化が進展している。また、労働組合の組織率が低下し、集団的な労働条件決定システム

の機能の低下も指摘され、労働条件の決定・変更に際して労働者の意思が反映される仕組み

が不十分となっている。このような時代にあって、現在の労働条件決定システムを検証し、

労働条件決定に労働者の意思が適切に反映されるシステムをどのように構築していくかは、

今後の我が国の雇用・労働条件や労使関係のあり方にも密接に関連する重要課題である。 

 「労働条件決定システムの再構築に関する研究」においては、欧米諸国における法制度の

比較研究、パートタイム労働者の組織化、労働組合・労使協議の機能と実態、労働関係の変

化と法システムのあり方というサブテーマを掲げ、これまで研究を進めてきたが、本報告書

は、中期目標期間の最終年度である2006年度に最終報告書を取りまとめるのに先立って、現

時点までの研究成果を踏まえた中間的な取りまとめを行ったものである。 

 本報告書が労働条件決定システムに関わる各関係者において行われる議論の参考となれば

幸いである。 

 なお、本報告書の取りまとめは、当機構統括研究員上村俊一及び副統括研究員木原亜紀生

が行った。 
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